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保険⾦ご請求⼿続の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽰談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。 
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との⽰談交渉を⾏う「⽰談交渉のサービ
ス」を⾏いませんが、万⼀、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発⽣した場合には、賠償問題が円満に
解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償
責任を認めたり、損害賠償⾦等を⽀払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険⾦か
ら差し引かれることがありますのでご注意ください。 

 

お問合わせは 
【代理店・扱者】  
有限会社 東京福祉企画（東京都社会福祉協議会指定保険代理店） 
〒162-0821  
東京都新宿区神楽坂１－２ 研究社英語センタービル３Ｆ 
TEL︓03-3268-0910 FAX︓03-3268-8832 
【保険料振込先】 

みずほ銀⾏ 飯⽥橋⽀店 普通⼝座 №1491278 
ﾌｸ）ﾄｳｷｮｳﾄｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ ｼｾﾂﾊﾞｲｾｷｸﾞﾁ 

名義   福）東京都社会福祉協議会 施設賠責⼝ 

【引受保険会社】 
三井住友海上⽕災保険株式会社（幹事会社）  
公務第⼀部 公務室 
〒101-8011   
東京都千代⽥区神⽥駿河台３－１１－１  
TEL︓0570-000-896 FAX︓03-3219-1120 
 
東京海上⽇動⽕災保険株式会社  
損害保険ジャパン株式会社 
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保険⾦請求書類送付 

損害賠償額・費用損害額についての打ち合わせ 

保険⾦請求書類受領 

保険⾦⽀払い 保険⾦受領 
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事故原因・事故発⽣状況・損害状況について調査・確認 

損害確定額・費用損害額の証明書類取り付け・送付 

事故報告 事故受付 

書類の受付・検討 

損害賠償責任の有無・費用損害の程度を打ち合わせ 

＜引受保険会社＞ ＜ご加入事業主様＞ 

「事故報告書」をご記⼊の上、下記へＦＡＸいただくのがスムーズです。 
加⼊者証がお⼿元にある場合は事故報告書とともにＦＡＸをお願いします。 

＜⽕災新種損害サポート部第⼀保険⾦お⽀払センター＞ 
ＦＡＸ︓03-3259-5594     ＴＥＬ︓03-3259-5824 

「事故報告書」フォームは有限会社社会福祉企画ホームページからダウンロードいただけます。 
＜東京福祉企画 HP＞https://tokyo-fk.com/ 
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